
別添 

令和８年度鳥取県議会委員会会議録原稿作成業務仕様書 

１ 内容 

  鳥取県議会各委員会（以下「各委員会」という。）の会議録を次のとおり作成する。 

（１）鳥取県議会事務局（以下、「発注者」という。）は、発注者が指定するファイル交換システム等

（以下「指定システム等」という。）を用いて、各委員会の内容を録音した音声ファイル（ＭＰ３

形式又はＷＭＡ形式）及び関係資料のデータを受注者に送付する。 

（２）受注者は、発注者から送付された音声ファイルの内容を Microsoft Word によりテキスト化し、

当該 Microsoft Word ファイル（以下、「成果物」という）及び開催日、各委員会別にそれぞれの

会議時間が分かる内訳資料を発注者に送付する。 

（３）反訳範囲は、開会から閉会までの録音されている全ての委員会記録のうち、休憩中を除いた部

分とする。 

（４）Microsoft Wordによるテキスト化は、Ａ４判縦長横書きとし、１ページの行数は38行とし、行内

字数は42字とする。 

（５）文字のサイズは11ポイントとし、字体はＭＳ明朝体（本文）及びＭＳゴシック体（見出し等）と

する。 

（６）用字は、公益社団法人日本速記協会「新訂標準用字用例辞典」によることとする。 

（７）成果物の納入期限は、音声ファイル及び関係資料のデータを発注者が送付した日から14日以内又

は令和９年３月31日のいずれか早い日とする。ただし、これにより難い事情があると発注者が認め

た場合はこの限りでない。 

（８）発注者から緊急の依頼があった場合は、鳥取県議会の委員会終了直後に発注者が送付する音声フ

ァイル及び関係資料のデータ又は鳥取県議会インターネット放送局の録画放送等を用いて、音声デ

ータの内容をMicrosoft Wordによりテキスト化し、当該Microsoft Wordファイルを発注者の指定

する日時までに、指定システム等を用いて４の送付先へ送付する。 

（９）成果物を作成する過程で生まれる全ての資料及び電子データを中間成果物とする。 

 

２ 業務の期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

３ 発注時期、業務量等 

    各委員会の予定開催回数、予定会議時間数は次のとおりとする。（年間200時間） 

（１）定例会中（６月、９月、12月及び２月の年４回） 

ア 常任委員会    〔６月、９月、11月〕（５時間＋２時間）×４委員会×３定例会 

             〔２月〕       （12時間＋１時間）×４委員会 

イ 特別委員会     ２時間／回×１委員会×４定例会 

ウ その他の委員会  随時（６時間） ※全員協議会 

（２）閉会中   

ア 常任委員会    ３時間／回×４委員会×４回〔４月、７月、８月、１月〕 

イ その他の委員会    開催の都度（１時間） 

（３）臨時会中 開催の都度（１時間）  

 （※予定開催回数、予定会議時間数は確約する数量ではない。） 

 

４ 成果物の送付先 

〒６８０－８５７０ 鳥取県鳥取市東町一丁目２２０ 

鳥取県議会事務局議事・法務政策課 

代表メールアドレス gikaisoumu@pref.tottori.lg.jp 

 

５ 委託業務責任者選任通知書の提出について 

  受注者は、速やかに別紙「委託業務責任者選任通知書」を４の送付先に郵送又は持参して提出し



なければならない。 

  なお、受注者の都合により委託業務責任者を変更する場合は、速やかに発注者に連絡し、その指

示に従うこと。 

 

６ 権利義務の譲渡等の禁止 

  受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、

又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合

は、この限りでない。 

 

７ 守秘事項等 

（１）受注者は、本業務における成果物（中間成果物を含む。）については、当該業務においてのみ

使用することとし、これらを蓄積し、又は他の目的に使用してはならない。 

（２）受注者は、本業務の履行に当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（３）受注者は、本業務に従事する者並びに８の規定により本業務を再委託する場合の再委託先及び

それらの使用人に対して、（１）及び（２）の規定を遵守させなければならない。 

（４）発注者は、受注者が（１）から（３）までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害を与えた

場合は、受注者に対し本業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすることができる。 

（５）（１）から（４）までの規定は、本業務に係る業務期間の満了後又は契約解除後も同様とする。 

 

８ 再委託の禁止 

（１）受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。 

（２）発注者は、次のいずれかに該当する場合は、（１）の承認をしない。ただし、特段の理由があ

る場合はこの限りでない。 

ア 再委託の契約金額（単価契約によるときは契約期間中の支払予定額の総額）が本業務に係る

契約単価に６を乗じ、更に200を乗じて得た金額に、当該金額の10パーセントに相当する額を加

算した金額（1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）の50パーセントを超え

る場合 

イ 再委託する業務に本業務の中核となる部分が含まれている場合 

（３）受注者は、（１）の承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本業務に係る契約に

基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。 

 

９ 本業務の調査等 

  発注者は、必要があると認めるときは、本業務の処理状況について調査し、受注者に対して報告

を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 

 

１０ 検査 

（１）受注者は、１（７）及び（８）に定めるところにより発注者に成果物を納入すること。 

（２）発注者は、（１）の成果物を受理したときは、その日から10日以内又は令和９年３月31日のい

ずれか早い日までに本業務を確認するための検査を行う。 

（３）発注者は、（２）の規定に基づき検査を行った結果、本業務を合格と認めるときは、定例会又

は臨時会ごとに、その旨を受注者に通知しなければならない。 

（４）受注者は、（２）の規定に基づく検査に合格しないときは、甲の指示に従って遅滞なくこれを

修補し、甲の検査を受けなければならない。 

（５）（２）及び（３）の規定は、（４）の再検査の場合において準用する。 

 

１１ 委託料の支払 

（１）委託料の支払は、定例会中は定例会ごと、閉会中は開催日ごと、臨時会中は臨時会ごとに行う。 

（２）委託料を算定する会議時間は、定例会中は定例会ごと、閉会中は開催日ごと、臨時会中は臨時

会ごとにそれぞれ計算すること。 

（３）受注者は、１０（３）の検査により合格と認められた通知を受けた後、速やかに当該業務に係



る委託料の請求書を発注者へ提出すること。 

（４）発注者は、正当な請求書を受理した日から30日以内に請求に係る委託料を支払う。 

（５）発注者が正当な理由なく（４）に規定する期間内に支払を完了しないときは、受注者は、

遅延日数に応じ未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律

第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を発注

者に請求することができる。 

 

１２ 追完請求権 

（１）発注者は、成果物品の引渡し後、当該成果物品が仕様書又は双方協議の内容に適合しないもの

であるときは、受注者に対して相当な期間を定めて発注者の指示した方法により無償で補修、代

替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

（２）（１）の規定により、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は受注者に対して代金の減

額を請求することができる。 

（３）（１）及び（２）の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げ

るものではない。 

 

１３ 仕様書遵守に要する経費 

  この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

 

１４ その他 

（１）この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と

受注者が協議して定める。 

（２）発注者は受注者が本業務に係る契約に定める義務を履行しないときは、契約を解除することが

できる。 

（３）受注者は、（２）の契約解除により損害を受けた場合においては、発注者に対してその補償を

請求することができない。 

（４）３に示す業務量は推計値であり、最低の業務量として保証するものではない。 


